
令和８年度ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業募集要項(訓練促進資金)

公益財団法人 徳島県母子寡婦福祉連合会

１ 目的等

ひとり親家庭の親の自立の促進を図るため、高等職業訓練促進給付金を活用して養成

機関に在学し、就職に有利な資格を取得し、当該資格が必要な業務に従事しようとする

ひとり親家庭の親に対し、資金を貸し付けるものです。

養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から１年以内に当該資格が必要な業務に従

事し、引き続き５年間業務に従事したときは、貸付金の返還が免除されます。

２ 対象者

入学準備金は、令和８年度に高等職業訓練促進給付金の支給を受け養成機関に入学し

た方を、就職準備金は、高等職業訓練促進給付金を受け、令和７年度中に養成機関を修

了し、資格を取得した方を対象とします。

※ 保育士修学資金貸付事業及び介護福祉士修学資金貸付制度を受けている方は

対象になりません。

※ また、入学準備金については養成機関への入学金や教科書代、教材費に対する

給付が含まれる一般教育訓練給付金や専門実践教育訓練給付金等を受給する方及

び自立支援教育訓練給付金事業を受けている方は対象になりません。

※ 令和７年度末に准看護師養成機関を修了、資格を取得し、引き続き令和８年度

に看護師養成機関に入学する方は、対象になりません。

３ 貸付内容

（１）貸付額

入学準備金５０万円以内、就職準備金２０万円以内

（２）利子

連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年１％

４ 連帯保証人

原則として、連帯保証人が必要です。

連帯保証人は、独立の生計を営む身元確実な成年者で、原則として県内に居住してい

ることが必要です。

貸付を希望する方が未成年の場合は、連帯保証人は法定代理人です。



５ 申請手続（提出書類）

（１）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付申請書（様式第１号）

（２）世帯全員の住民票の写し（マイナンバーが記載されていないもの、発行後３か月以

内のもの）

（３）高等職業訓練促進給付金の支給を決定した通知書の写し

（４）個人情報の取扱いに関する同意書（様式第２号）

（５）法定代理人が必要な場合は、法定代理人であることを証明する書類

（６）連帯保証人を立てる場合は、市町村長の証明する連帯保証人の所得証明書及び住民

票の写し（マイナンバーが記載されていないもの、発行後３か月以内のもの）

（７）入学準備金を申請する場合は、在学証明書

（８）就職準備金を申請する場合は、養成機関を修了したことを証明する書類（卒業証書

の写し又は養成機関修了証明書）及び資格証明書の写し（養成機関の修了に関連する

資格に限る。）

６ 申請期間

入学準備金は、高等職業訓練促進給付金の支給決定の通知を受けた日から３０日以内

に、また、就職準備金は、養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から３０日以内に

申請してください。

７ 貸付の決定

申請書類を審査し、貸付の承認又は不承認について申請者宛に通知します。

貸付が承認された方には借用証書等を提出していただきます。

８ 申請・問合せ先（申請前に、必ずお問合せください。）

〒７７０－０９４３ 徳島市中昭和町１丁目２番地

徳島県立総合福祉センター２Ｆ

公益財団法人 徳島県母子寡婦福祉連合会

ＴＥＬ ０８８－６５４－７４１８

ＦＡＸ ０８８－６５４－７４１４



令和８年度ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業募集要項(住宅支援資金)

公益財団法人 徳島県母子寡婦福祉連合会

１ 目的等

自立に向けて意欲的に取り組んでいる者の入居している住居費を支援する貸付金で、

原則１２か月以内の間、求職活動を行っているひとり親家庭の親に、無利子で貸し付け

るものです。

期間内に就職等により要件を満たした場合は、返還債務の全部を免除するほか、一定

の事由に該当する場合は、返還債務の全部又は一部が免除されることがあります。

２ 対象者

児童扶養手当の支給を受けている方であって、母子・父子自立支援プログラムの策定

を受けている方です。

３ 貸付内容

月額７万円以内（原則１２か月以内）

４ 連帯保証人及び利子

連帯保証人は、不要です。

貸付利子は、無利子です。

５ 申請手続（提出書類）

（１）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付申請書（様式第１号の２）

（２）世帯全員の住民票の写し（マイナンバーが記載されていないもの、発行後３か月

以内のもの）

（３）児童扶養手当認定通知書又は児童扶養手当証書の写し（児童扶養手当の認定を受

けていない場合は、世帯の所得が児童扶養手当支給水準であることを証明する書類）

（４）策定されたプログラムの写し

（５）個人情報の取扱いに関する同意書（様式第２号）

（６）法定代理人が必要な場合は、法定代理人であることを証明する書類（法定代理人

が未成年後見人の場合は戸籍謄本（発行後３か月以内のもの）

（７）家賃等が確認できる書類（管理費、共益費及び駐車場料金等貸付対象費用が確認

できるもの）



６ 貸付の決定

申請書類を審査し、貸付の承認又は不承認について申請者宛に通知します。

貸付が承認された方には借用証書等を提出していただきます。

７ 申請・問合せ先（申請前に、必ずお問合せください。）

〒７７０－０９４３ 徳島市中昭和町１丁目２番地

徳島県立総合福祉センター２Ｆ

公益財団法人 徳島県母子寡婦福祉連合会

ＴＥＬ ０８８－６５４－７４１８

ＦＡＸ ０８８－６５４－７４１４


